
<勧訪方針>

■ 合融商品の販売等に際して、各オ宝法谷等を建守し、竜工な販売等に笏めます。

・販売等にあたっては、保険業法、金融商品珂走写十法、金融サービスの提供及び利用素

覧の策ェえ備等に関する法律、消費考契約法、個人情幸Rの保裟に関する法律およびその他

各オ宝法谷等を建守してまいります。

・お客さまに商品内容を工 しくごチヱ解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫 し、

迪工な販売・勧訪汚す力を行ってまいります。

・保険金の不工取行を防止する拠点から、迪工に保険金額を定めるなど、運物な保険販

売を行 うよう折力してまいります。

■ お客さまの金融商品に関するお客さまの次口裁・咎験、契約目的、財産の状滉等を終谷

的に勘索し、お客さまの意向と実情に痣 じた金融商品の販売等に券めます。

・保険販売等においては、お客さまを取 りぷくリスクの分析やコンサルティング活動等

を垂 じて、お客さまの意向と実情に沿った竜物な及大「R画已慮 した商品設計、販売 。初

訪汚勤を行ってまいります。

・また、お客さまのご金験、ご契約目的、財産の状汎等を助奈し十分才已才屋したうえで、

商品内容やリスク内容等の竜物な説明を行ってよいります。

・究額保険等の投介性商品の勧訪にあたつては、商品内容やリスク内容等について十分

な誂明に笏めてまいります。

・お客さまに関する情幸Rに ついては、竜工な取↓ダtい を行い、お客さまの権オllオ l益の保装

に西已慮 してまいります。

■ お客さまへの商品説明等については、販売・勧訪形態に痣 じて、お客さま木住の方法

等の剣意工夫に折めます。

・販売・初訪渚ゴカにあたつては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧訪場所について

十分に配慮 してよいります。

・お客さまと直接対衝しない販売等を行 う場合においては、抗明方法等に工夫を凝らし、

お客さまにごテ里解いただけるよう常に努力してよいります。

■ お客さまのご意兒等の快集に折め
'几
次を担握 し、また、お客さまの満た声ぇを高めるよ

う雰めます。

・保険契約について、万が一保険事士えが発生 した場合におきましては、保険金の請求に

あたり竜物な勁官をしてまいります。
,お 客さまの林々なご意兒等の快年に女ァ7え め、その後の合融商島の販売等に活かしてよい

ります。
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